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　9月18日に、（株）RKKCS、（社）熊本県こども
食堂ネットワーク、村と当公社の4社で地域課
題の解決に関する包括連携協定の調印式を行い
ました。
　これは村の景観や環境を守る取り組みに（株）
RKKCS様が賛同いただき、当公社が農薬や化学
肥料を使用せずに栽培したお米300㎏を災害備
蓄米として購入し、備蓄米を使用しなかった場

合は（社）熊本県こども食堂ネットワークを通じ
てこども食堂に寄付する取り組みです。
　公社ではこのような、民間企業のCSRや、
SDGsの取組みと連携していくことで取り組みが
増えていくことによって、南阿蘇の美しい里山
が将来にわたって守り続けられる仕組みづくり
を目指しています。

マイナンバーカードの
健康保険証利用について

　国民健康保険加入者の皆さん、マイナ保険証はお持ちでしょうか？
　12月2日（月）以降、マイナ保険証をお持ちの場合、医療機関を受診する際は原則マイナ保険証で受診し
ていただくことになります。
　12月2日（月）以降、現在の健康保険証が使用できなくなるのでは？とご心配の人もいらっしゃると思い
ますが、12月2日（月）現在で有効な健康保険証をお持ちの人は、有効期間までその健康保険証を引き続き
ご使用いただけます。誤って破棄せずに、大切に取り扱ってください。
　また、有効期間の経過前には、これまでの保険証と同様に使用できる「資格確認書」が発行
されます。安心して医療機関を受診してください。
　県ホームページに、マイナンバーカードの健康保険証利用について掲載されていますので、
ぜひご覧ください。

　住民福祉課窓口・郵送・パソコン・スマートフォンなどで交付申請をお願いします。

　紙の保険証よりも、皆さんの保険料で賄われている医療費を20円節約でき、自己負担も低くなり
ます。

①医療費を20円節約できる

　本人が同意すれば、初めて受診する医療機関でも特定健診の情報や今までに使った薬剤情報が医
師らと共有でき、より適切な医療が受けられます。

②より良い医療が可能に

　マイナポータルで自分の特定健診情報や薬剤情報を閲覧できます。
③自らの健康管理に役立つ

　限度額認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
※村独自の医療費助成などは、書類の持参が必要です。

④手続きなしで限度額を超える一時的な支払いが不要に

　就職や転職、引っ越しをしても、マイナンバーカードを健康保険証としてずっと利用することが
できます。
※健康保険が変わった場合の届出はこれまでどおり必要です。

⑤健康保険証としてずっと使える

マイナンバーカードを保険証として利用するメリット

マイナンバーカードをまだお持ちでない人

　マイナポータル・セブン銀行ATM・健康推進課および住民福祉課窓口にて、保険証の利用登録（登録は1
回のみ）をお願いします。登録の際は、マイナンバーカードと4桁の暗証番号が必要になります。

マイナンバー制度・マイナンバーカードについては、国のマイナンバー総合フリーダイヤル　  0120（95）
0178へお問い合わせください。

マイナンバーカードをお持ちで保険証の利用登録がお済みでない人

国民健康保険からのお知らせ
〈問い合わせ〉健康推進課  医療保険係　℡0967（67）2704

県HP

〈問い合わせ〉健康推進課 保健係　℡0967（67）2704

『飲酒と健康』
　厚生労働省が提示している「飲酒ガイドライン」
によると、1日の純アルコール摂取量が男性で
40g以上、女性で20g以上になると、生活習慣病
のリスクを高めてしまうと定義されており、がん、
高血圧、脳出血などのリスクは飲酒量が増えれば
増えるほど高くなることが分かっています。
　飲酒の際には生活習慣病リスクを高めない量を
心がけ、週に1～2回は休肝日を設けましょう。

一般的に女性は男性よりもアルコールの影響を受けやすいため、飲酒の量には注意が必要です。

〈参考：純アルコール20gの量〉
アルコール度数 量
5％
15％
25％
43％
14％
5％
7％

ロング缶1本（500ml）
1合（180ml）

グラス1/2杯（約110ml）
ダブル1杯（60ml）
グラス2杯弱（180ml）

500ml
350ml

お酒の種類
ビール
日本酒
焼酎

ウイスキー
ワイン

缶チューハイ
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